
 

趣  旨  

「公共建築工事標準仕様書」（以下「標準仕様書」という。）、「公共建築設備工事標準図」（以下「設備標準図」

という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書」（以下「改修標準仕様書」という。）は、各府省庁が官庁営繕

事業を実施するための「統一基準」として位置づけられています。 

 統一基準とは、国家機関による営繕事務の一層の合理化・効率化のため、各府省庁の使用する基準類が統

一化されたもので、平成 15 年 3 月に開催された「官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会

議」において、技術基準類及び工事書式類が「統一基準」として初めて決定されています。 

 標準仕様書及び改修標準仕様書は、公共建築工事において使用される材料、機材、工法等について標準的

な仕様が取りまとめられたものであり、契約図書のひとつとして使用されています。 

 一方、設備標準図は、標準仕様書等で規定されている機材の形式、形状、施工要領例が示されており、標

準仕様書等と一体として適用することを前提に作成されているものです。 

これら標準仕様書等は、建築物の品質・性能の確保、設計図書作成の効率化及び施工の合理化が図られる

ことを目的としており、3 年ごとに改定されています。 

 今般、標準仕様書及び改修標準仕様書は、地球環境への配慮、安全・安心の確保といった国としての施策

への対応、関係法令、各種基準・規格類との整合、施工実態の反映等がなされ、令和 7 年版として国土交通

省のホームページにおいて公表されました。 

 公共建築協会及び建築保全センターでは、これら標準仕様書等について、より分かりやすく編集するとと

もに参考となる資料を追加し、それぞれ『公共建築工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設

備工事編）令和 7 年版』『公共建築設備工事標準図（電気設備工事編、機械設備工事編）令和 7 年版』『公共

建築改修工事標準仕様書（建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編）令和 7 年版』として取りまとめ、

国土交通省大臣官房官庁営繕部の監修を受けて刊行するとともに、これら図書について十分理解を深めてい

ただくことにより、良質な建築物の整備に資するべく、講習会を開催することといたしました。 

関係各位、多数の方々にご参加いただきますようご案内申し上げます。 

 

 1.主    催   一般社団法人 公共建築協会、一般財団法人 建築保全センター 

 2.共  催  (一社) 島根県管工事業協会 

 3.後   援    国土交通省・島根県 

 4.協   賛    

  建  築  (一社)日本建設業連合会、(一社)全国建設業協会、(一社)日本建設業経営協会 

(一社)全国中小建設業協会、 (公社)日本建築士会連合会 

(一社)日本建築士事務所協会連合会、(公社)日本建築家協会 

(公社)日本建築積算協会、(公社)全国ビルメンテナンス協会  

全国ビルリフォーム工事業協同組合、(一社)日本塗装工業会 

(一社)全国防水工事業協会、(一社)日本防水材料協会、（一社）建築開口部協会 

日本建設インテリア事業協同組合連合会 

公益社団法人日本ファシリティマネジメント協会 

  電気設備  (一社)日本電設工業協会、(一社)建設電気技術協会 

(一社)日本設備設計事務所協会連合会、(一社)建築設備技術者協会 

全日本電気工事業工業組合連合会 

機械設備  (一社)日本空調衛生工事業協会、(一社)日本設備設計事務所協会連合会 

(一社)建築設備技術者協会、全国管工事業協同組合連合会 

 

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 

『公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和 7 年版』

『公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)令和 7 年版』  

講 習 会 の ご 案 内 



 

5.開催地及び開催日  

 

 

 

 

 

     

6.講  師 一般社団法人 公共建築協会、一般財団法人 建築保全センター 

 

7.時 間 割 

10：00～10：10 あいさつ 

10：10～12：30 

改定概要 

【標準仕様書】 

 第 1 編 一般共通事項 

 第 2 編 共通工事 

【改修工事標準仕様書】 

【標準図】 

12：30～13：30 昼 食・休 憩 

13：30～15：00 

【標準仕様書】 

 第 3 編 空気調和設備工事 

 第 4 編 自動制御設備工事 

15：00～15：10 休 憩 

15：10～16：30 

【標準仕様書】 

第 5 編 給排水衛生設備工事 

    ～ 

第 11 編 医療ガス設備工事 

 

8.参加費（消費税含む） 

  公共建築協会正会員及び賛助会員   11,000円 

  非会員               14,300円 

 

9.テキスト（消費税含む）                                         

機械設備  ①『公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版』       定価 6,600 円 

②『公共建築設備工事標準図（機械設備工事編）令和 7 年版』       定価 5,060 円 

③『公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版』     定価 3,300 円 

④『【電子版】公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）令和 7 年版』定価 3,300 円 

※③・④については、どちらかをお選びください。 

※【電子版】は iPad,iPhone 専用となります。なお申込締め切り後、登録された電子メール 

アドレス宛にダウンロードのためのシリアルコードを送信します。 

 【注意事項】※電子版図書をお申込みの方で締め切り日以降に受講をキャンセルされた場合、電子版図書のキャンセ

ルはできません。電子版図書の料金は請求させていただきますので予めご了承ください。 

※公共建築協会正会員および賛助会員の方は、申込書に会員番号の記載をお願いします。 

※賛助会員（団体）に所属する企業及び団体の場合は、所属する賛助会員（団体）の団体名を申込書に 

記載お願いします。 

※申込時に正会員及び賛助会員（団体・個人）の確認を行います。会員等であることが確認 

日  程 会  場 定 員 

令和 7 年 7 月 23 日（水） 

10:00 ～ 16:30 

（受付開始 9:30） 

島根県民会館 大会議室 
〒690-0887 松江市殿町 156 

TEL 0852-22-5506  
75 名 



 

できない場合は非会員の料金を請求させていただきます。 

※電子版図書を購入された方は会場のインターネット環境によっては、ダウンロードできな 

い可能性がございますので、講習会までにダウンロードをしてお越しください。 

 

10.講習会テキスト（参加者全員に配布） 

 『公共建築工事標準仕様書 令和７年版』講習会テキスト（参加者全員に配布） 

       『公共建築改修工事標準仕様書 令和 7 年度版』講習会テキスト 

 

11.申込み・問合せ先    

     (一社)島根県管工事業協会 TEL 0852-24-5018 FAX 0852-24-5090 

                   〒690-0884 松江市学園南二丁目 20-8 

           

12.申込方法   7月 7日（月）までに、次のいずれかの方法でお申し込みください。 

         ・WEB 申込：https://www.pbaweb.jp/seminar/ 

         ・E-mail ：shimakan@mx.miracle.ne.jp   

      ・FAX   ：0852-24-5090 

                参加費は、講習会受講後１ヶ月以内に、銀行振込にてお願いいたします。（後納） 

                 ･振込手数料は別途ご負担くださいますようお願いいたします｡ 

        ･振込みの控えを持ちまして、領収書にかえさせていただきます。 

 

13.受講票の発行 受講者あてに受講票をメール添付または FAX等で受付後送りいたします。 

          ・お申込み後、一週間以内に届かない場合は、申込先にお問い合わせください。 

           受講票は当日必ずご持参ください。 

・受講票は回収させていただきますので、控えのコピーをあらかじめお取り下さい。 
 

14.CPD ・ファシリティマネジャー資格  

 本講習会は、「建築 CPD 運営会議特別認定講習会」です。また、国土交通省の「営繕業務関係特別講習会」

としての指定を予定しています。講習会当日受講者の確認を行いますので、CPD カード及び本人の確認がで

きる写真付きの証明書（運転免許証、一級建築士免許証、社員証等）をご持参ください。 

 なお、本講習会は、公益社団法人 日本ファシリティマネジメント協会が実施している認定ファシリィマネ

ージャー資格の「資格登録更新講習 B 方式」の対象講習会としての認定を受けています。 

 

15.そ の 他    

（1）当日受講者の変更は差し支えありません。（御名刺を提出してください） 

（2）当日、欠席の場合は事前にご連絡ください。※欠席の場合、講習会資料の送付はいたしません。 

（3）発熱等風邪症状がある場合はご受講を控えてください。 

（4）受講にあたっては、マスク着用をお願いいたします。（マスクはご自身でご用意ください） 

（5）飲食物等のごみは、ご自身でお持ち帰りくださるようお願いいたします。 



 

      

 

 
                             

         『公共建築工事標準仕様書 令和７年版』 

      『公共建築改修工事標準仕様書 令和７年版』講習会  

 

◆太枠内の※箇所は必ずご記入ください。 □欄はチェックをつけてください。 

  CPD 申請者は CPD 番号、ユーザーID、資格番号のいずれかを記入【認定時間 5 時間】 

※会社・団体名等 
（フリガナ） 

※電話番号  

※ご担当者所属部署  FAX 番号  

※ご担当者氏名 
（フリガナ） 

※E-mail 
 

 

※住  所 
〒   －      

※請求書は、講習会当日受講者にお渡しいたします。事前郵送希望の方はお申し付けください。 

下記必須欄に記入をお願いします。また、見積書の必要な方は通信欄へ『見積書希望』とご記入ください。 

※請求書等の宛名 
※請求書等の日付の有無 

□ 有(    月    日 )  

□ 無 

【通信欄】その他、指示事項があればご記入ください。例：受講料と図書代金の請求書を分ける等。 

 

 

受講者氏名 受講種別 
申込区分 

金額 支払方法 

(フリガナ) 

 

□ 機 械 

□ 受講(会 員 11,000 円) 

□ 受講(非会員 14,300 円) 

□ 図書①公共建築工事標準仕様書 

 （機械設備工事編）令和 7 年版(6,600 円) 

□ 図書②公共建築設備工事標準図 

  (機械設備工事編)令和 7 年版(5,060 円) 

□ 図書③公共建築改修工事標準仕様書 

  (機械設備工事編)令和 7 年版(3,300 円) 

□ 図書④【電子版】 

公共建築改修工事標準仕様書 

(機械設備工事編)令和 7 年版 3,300 円) 
※図書③④については、どちらかをお選びください 

     

 

 

 

 

 

円  後 納 

(CPD 番号) 

(受講者区分) 

 

□正会員 

□賛助会員（社員・職員等含む） 

□非会員 

 

公共建築協会会員番号 
（公共建築協会の正会員、賛助会員の場合は必ず記載してください。）※島根県管工事業協会は会員ではありません。 

 

公共建築協会 

賛助会員の団体名 

（会社等が公共建築協会非会員の場合で、会社等が所属する団体が賛助会員の場合に記載してください。） 

 

受講者メールアドレス  

振込予定日：（    月    日） 
◆振込手数料は、ご負担くださいますようお願いいたします。 

                 

受講料合計：         円 
◆会員確認ができない場合は、非会員の参加費となります。 

※本申込書に記載された個人情報は、本講習実施のための必要書類の作成等及び当協会の刊行物、講習会案内等に使用  

しますが、それ以外の目的には使用致しません。 

申
込
書 

開催地 開催日 時間 会場名 

島根県 機械設備工事 令和７年７月 23 日(水) 10:00～16:30 
島根民会館 大会議室 

〒690-0887 松江市殿町 156 TEL0852-22-5506 

【申込先】 

（一社）島根県管工事業協会 

  TEL：0852-24-5018 

  FAX：0852-24-5090 

 

 

 

【申込方法】 

      締切日：７/7(月) 

 WEB 申込：https://www.pbaweb.jp/seminar/ 

 E-mail ：shimakan@mx.miracle.ne.jp  

  FAX  ：0852-24-5090 


